
環　　境　　課

平 成 26 年 度
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環環環環    境境境境    課課課課    

    

１１１１    概概概概            況況況況    

  諏訪湖や八ヶ岳中信高原国定公園をはじめ当地域の豊かな自然環境を保全し、次

世代に引き継ぐとともに、良好な生活環境を保全し、安全・安心な社会を築くため、

県民生活に直接関わりのある幅広い環境保全施策を推進している。 

    

２２２２    自然保護対策自然保護対策自然保護対策自然保護対策    

(1) 自然保護活動の普及・啓発 

ア 霧ヶ峰自然保護センターの運営とパークボランティアの活動 

 霧ヶ峰自然保護センターに自然公園管理員を配置し（通年２名、夏季３名）、

霧ヶ峰の自然に関する館内展示による解説及び自然観察会の実施等により、自

然保護活動の普及啓発に努めている。 

また、平成16年度からパークボランティアを募集し、自然保護センターを拠

点に霧ヶ峰の自然保護と適正な利用を図るための様々な活動を協働して行って

いる。 

 

自然保護センターの利用状況等              （単位：日、人） 

年度 開館日数 利用者数 

１日平均 

利用者数 

パークボランティア 

備 

考 

登録者数 活動日数 

延活動 

者数 

23 185 20,799 112 90 171 1,008  

24 185 17,461  94 97 198   847  

25 185 18,747 101 128 165  849  

 

イ 自然保護レンジャーの活動 

 自然公園等の保護と適正な利用を推進するため、利用者に対して自然環境保

全に関する指導及び助言を行っている。 （管内60人委嘱） 

ウ 自然観察インストラクター等の情報提供 

 自然観察会等の希望者に登録された自然観察インストラクター・自然解説団

体の情報を提供し、自然保護の普及啓発を図っている。 

エ 希少野生動植物保護監視員の活動 

  希少野生動植物保護条例に基づき指定された希少野生植物の保護を図るため、

監視・指導及び定点観測を実施している。 （管内 23 名委嘱） 

 

(2) 自然公園等の管理 

ア 自然公園法等による規制 

 自然公園内における一定の行為を許可制等として、調和のとれた開発と環境

の保全を指導している。 
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自然公園法等許可等処分件数 

公 園 名 

年

 

度

 

工

作

物

の

新

増

改

築

 

広

 

告

 

物

の

 

設

 

置

 

土 

地 

の 

形

状

変

更

 

そ

の

他

 

計 

       

市町村名 23 年度 24 年度 25 年度 

岡 谷 市 4 5 10 

諏 訪 市 30 29 22 

八ヶ岳中信高

原 国 定 公 園

（許可） 

23 89 4  24 117 茅 野 市 77 96 118 

24 92 11 2 32 137 下 諏 訪 町 6 5 3 

25 122 6 3 20 151 富 士 見 町    

塩 嶺 王 城 

県 立 公 園 

（届出） 

23     0 原 村  2  

24     0 計 117 137 153 

25 1  1  2  

    

イ 自然環境保全条例による規制 

 大規模開発調整地域における一定の開発行為について、条例に基づく届出

及び自然保護協定の締結をすることにより、調和のとれた開発と環境の保全

を図っている。 

 

(3) 霧ヶ峰自然環境保全協議会の活動 

霧ヶ峰に関わる団体の代表者が一堂に会して、霧ヶ峰の保護と利用のあり方

について総合的に協議･検討し、目指すべき霧ヶ峰の姿を描き、実現することを

目指し、平成19年11月に霧ヶ峰自然環境保全協議会（通称「霧ヶ峰みらい協議

会」）が設立され、平成21年２月には霧ヶ峰自然環境保全の基本計画である「霧

ヶ峰の今とみらい～霧ヶ峰再生のための基本計画～」が策定された。 

平成 25 年度は基本計画の柱の一つである自然保全再生計画について天然記

念物の３湿原を除いたすべての箇所を対象に「霧ヶ峰自然保全再生実施計画」

として策定し、併せて具体的な保全再生作業を定めた「個別作業計画」も策定

した。 

これらの計画に基づき、平成 26 年度から具体的な自然保全再生作業を協議会

の構成団体である地権者を中心に他の構成団体及び地域住民を巻き込んで協働

して実施していく。 

また、平成24年度に国の「緊急雇用創出事業」を利用して車山肩において実

験的に設置した景観面に配慮したニホンジカ侵入防護柵の効果が検証されたた

め、位置を変えて継続して設置した。 

 

３３３３    廃棄物対策廃棄物対策廃棄物対策廃棄物対策    

(1) 廃棄物の減量化・リサイクルの推進 

大量生産・大量消費・大量廃棄の社会を改め、環境への負荷の少ない資源循

環型社会を構築することが求められており、循環型社会形成推進基本法、容器

包装リサイクル法、家電リサイクル法、建設リサイクル法及び自動車リサイク
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ル法等が制定されている。 

これらに基づく対策が着実かつ円滑に実施されるよう、市町村に対する容器

包装廃棄物の分別回収や廃家電のリサイクルについての支援、産業廃棄物を多

量に排出する事業者に対する産業廃棄物減量化・再資源化計画策定の指導等を

行っている。 

また、レジ袋削減県民スクラム運動、食べ残しを減らそう県民運動による廃

棄物の発生抑制に努めた。 

 

(2) 廃棄物の適正処理の確保 

ア 一般廃棄物対策 

一般廃棄物処理施設の適正な維持管理を図るため、立入検査を実施し、指

導を行っている。 

 

市町村設置の一般廃棄物処理施設設置状況及び立入検査状況（平成26年３月31日現在） 

区  分 ごみ焼却施設 粗大ごみ処理施設 最終処分場 し尿処理施設 計 

 

施

 

設

 

数

 

岡 谷 市   １（１）   １ 

諏 訪 市 １   １（２）   ２ 

茅 野 市 １ １ １（２）   ３ 

下諏訪町 １  ０（２）   １ 

富士見町  １ １（１） １  ３ 

原    村      ０ 

計 ３ ２ ４（８） １ １０ 

立入検査件数 ３ ２ ４   ２  ６ 

指 導 件 数 ０ ０   ０ ０  ０ 

注１一部事務組合による処理 

      茅野市、富士見町、原村のごみ（焼却）･･･諏訪南行政事務組合（施設所在地： 

茅野市） 

      富士見町、原村のごみ（埋立て）･･･南諏衛生施設組合（施設所在地：富士見町） 

      岡谷市、下諏訪町のし尿･･･湖北行政事務組合（施設所在地：辰野町） 

      富士見町、原村のし尿･･･南諏衛生施設組合（施設所在地：富士見町） 

    注２( )内は、埋立終了・廃止施設で外数 

 

イ 産業廃棄物対策 

産業廃棄物の適正な処理を図るため、産業廃棄物排出事業者及び産業廃棄

物処理業者の立入検査を実施し、指導を行っている。 
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産業廃棄物処理業者、排出事業者数及び立入検査状況   （平成26年３月31日現在） 

区  分 

産業廃棄物 

処理業者 

産業廃棄物 

処理施設 

産業廃棄物 

排出事業者 

計 

 
 

 

業

 

者

 

数

 

岡 谷 市  ５２   ２  ５４ 

諏 訪 市  ４７   ６  ５３ 

茅 野 市  ５３   ９  ６２ 

下諏訪町  ２７   ８  ３５ 

富士見町  ２４  １３  ３７ 

原    村   ８         ８ 

県    外 １３６   １３６ 

計 ３４７  ３８  ３８５ 

立入検査件数 ２７０ ４４１ ４９３ １，２０４ 

指 導 件 数   ５   ４  ４１ ５０ 

   注 市町村別の産業廃棄物処理業者数は、産業廃棄物収集運搬業､産業廃棄物処分業､ 

特別管理産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物処分業の許可件数  

 

ウ 浄化槽対策 

浄化槽の適正な維持管理を図るため、立入検査を実施し、指導を行ってい

る。 

 

浄化槽設置状況及び立入検査状況            （平成26年３月31日現在） 

区  分 合併処理浄化槽 単独処理浄化槽 計 

 

設

 

置

 

基

 

数

 

岡 谷 市   ５４  ８７   １４１ 

諏 訪 市   ４７３ １２０   ５９３ 

茅 野 市 １，５１７ ５３３ ２，０５０ 

下諏訪町     ８  ２９    ３７ 

富士見町   ９０１  ４８   ９４９ 

原    村   ８８１   ３   ８８４ 

計 ３，８３４ ８２０ ４，６５４ 

立入検査件数 １３１ 

指 導 件 数 ６４ 

 

４４４４    水環境、大気環境等の保全水環境、大気環境等の保全水環境、大気環境等の保全水環境、大気環境等の保全    

(1) 水環境保全の推進 

ア 諏訪湖水質保全対策 

諏訪湖は、水質的には改善の傾向にあるが、ヒシの大量繁茂、湖底の貧酸

素層の拡大等新たな問題が発生してきている。 

そのようななか湖沼水質保全特別措置法に基づく第６期の水質保全計画を

策定し諏訪湖の水質保全対策を総合的・計画的に推進した。このうち、水質

汚濁防止法等に基づく事業場排水の指導、生活排水対策のうち浄化槽の指導、

水質の監視等を行った。 

また、関係行政機関、関係団体及び市民団体等が一体となり協働して諏訪

湖の環境改善に取り組むことを目的とした「諏訪湖環境改善行動会議」を設

立し、平成25年度には諏訪湖環境改善行動会議行動計画を策定し、ヒシの除

去、漁場活性化対策、貧酸素についての情報収集等の事業を行った。 
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第６期 諏訪湖に係る湖沼水質保全計画 

計画期間 平成24～28年度 

水質目標 ＣＯＤ 4.5mg/L、全窒素 0.65mg/L、 全りん 現状の維持・向上 

 

 

 

施  策 

・水質の保全に資する事業 

  生活排水処理施設の整備、流入河川、湖内の浄化対策（ヒシの除去） 

・水質保全のための規制その他の措置 

  工場・事業場排水対策、生活排水対策、畜産業・魚類養殖に係る 

汚濁負荷対策、流出水対策、湖辺の自然環境の保護 

・その他水質保全のために必要な措置 

  公共用水域の水質監視、調査研究の推進（貧酸素の改善手法等）、 

普及啓発事業、学習活動の推進、浄化活動の支援 

 

  諏訪湖の水質の現状（平成25年度）COD 5.9mg/L、全窒素 0.85mg/L、 

全りん 0.059mg/L 

 

イ 水質関係施設立入検査 

水質汚濁を防止するため、特定施設等の立入検査を実施し、指導を行って

いる。 

 

水質関係施設設置状況及び立入検査状況         （平成26年３月31日現在） 

区  分 水質汚濁防止法 県公害防止条例 湖 沼 法 計 

 

事

 

業

 

場

 

数

 

岡 谷 市   １６８  ９  ７   １８４ 

諏 訪 市   ２８５  ８ １８   ３１１ 

茅 野 市   ６８５  ３ ５２   ７４０ 

下諏訪町    ８７  ３  ４    ９４ 

富士見町   １６１  １  ９   １７１ 

原    村   １１５   ７   １２２ 

計 １，５０１ ２４ ９７ １，６２２ 

立入検査件数   １９７  ７ ６３   ２６７ 

指 導 件 数    ５７  １ ２４    ８２ 

 

ウ 水質測定 

    公共用水域の水質を監視するとともに、事業場排水等の水質検査を行って

いる。 

 

公共用水域水質測定状況及び事業場排水等検査状況         （平成25年度） 

区  分 測 定 地 点 等 検 体 数 検査項目数 

主要河川、湖沼 ６河川９地点、３湖沼５地点 ３２４ ４,３９０ 

地下水 18地点 １９ １３３ 

上流域河川 ５河川５地点 ５ ２４３ 

特定汚染源   事業場排水、水質汚濁事故等 １０６ １,０７４ 
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河川・湖沼の地点別環境基準達成状況   平成24年度(左)、平成25年度 (右）           

水域名 類型 測定地点名（市町村） ｐＨ 

ＢＯＤ，

ＣＯＤ 

浮 遊 

物 質 

溶  存 

酸素量 

大腸菌 

群  数 

全窒素 全りん 

宮 川 Ａ 西茅野大橋（茅野市） ○● ○○ ○○ ○○ ●●   

  宮 川 橋（諏訪市） ○○ ○○ ○○ ○○ ●●   

上 川 Ａ 矢 ヶ 崎 橋（茅野市） ○○ ○○ ○○ ○○ ●●   

  渋 崎 橋 （諏訪市） ○○ ○○ ○○ ○○ ●●   

砥 川 Ａ 鷹 の 橋 （下諏訪町） ○○ ○○ ○○ ○○ ●●   

横河川 Ａ よこかわ川橋（岡谷市） ○○ ○○ ○○ ○○ ●●   

天竜川 Ｂ 釜 口 水 門 （岡谷市） ●● ○○ ○○ ○○ ○●   

  天 白 橋 （岡谷市） ●● ○● ○○ ○○ ●●   

釜無川 ＡＡ 武智川合流点上（富士見町） ○○ ○○ ○○ ○○ ●●   

諏訪湖 

Ａ 

（Ⅳ）

湖 内 （３地点） ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● 

参 

初 島 西（諏訪市）

湖  心 

塚間川沖（岡谷市）

●● 

●● 

●● 

●● 

●● 

●● 

●● 

●● 

●● 

●● 

●● 

●● 

●● 

●● 

●● 

●● 

●● 

●● 

●● 

○● 

○● 考 

白樺湖 Ａ 流 出 部 （茅野市） ○○ ○● ○● ○● ○○   

蓼科湖 Ａ 流 出 部 （茅野市） ●● ○○ ○● ○○ ○○   

注  ○：環境基準達成、●：環境基準未達成                     

［解説］ 

類型ＡＡ(河川)：pH6.5～8.5；BOD １mg/L以下；浮遊物質25mg/L以下 

            溶存酸素7.5mg/L以上；大腸菌群数50MPN/100mＬ以下 

類型Ａ (河川)：pH6.5～8.5；BOD 2mg/L以下；浮遊物質25mg/L以下 

            溶存酸素7.5mg/L以上；大腸菌群数1,000MPN/100mＬ以下 

類型Ｂ (河川)：pH6.5～8.5；BOD 3mg/L以下；浮遊物質25mg/L以下 

            溶存酸素5mg/L以上；大腸菌群数5,000MPN/100mL以下  

類型Ａ (湖沼)：pH6.5～8.5；COD 3mg/L以下；浮遊物質5mg/L以下   

            溶存酸素7.5mg/L以上；大腸菌群数1,000MPN/100mL以下  

類型Ａ  (Ⅳ）：pH6.5～8.5；COD 3mg/L以下；浮遊物質5mg/L以下 

            溶存酸素7.5mg/L以上；大腸菌群数1,000MPN/100mL以下 

            全窒素0.6mg/L以下；全りん0.05mg/L以下 

    環境基準の評価方法：pH 最大値及び最小値で評価 

BOD、COD日間平均値の75％値で評価 

全窒素、全りん 表層のみの年間平均値で評価 

その他の項目 日間平均値で評価 

              １つの湖沼に複数の測定地点がある場合、COD、全窒素、全

りんについては全ての測定地点で環境基準を達成している

場合に「達成」とする。 

 

(2) 大気環境保全の推進 

  ア 大気関係施設立入検査 

大気汚染を防止するため、ばい煙発生施設及び粉じん発生施設の立入検査

を実施し、指導を行っている。 
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大気関係施設設置状況及び立入検査状況         （平成26年３月31日現在） 

区  分 

大気汚染防止法 県公害防止条例 

計 

ばい煙発生施設 粉じん発生施設 ばい煙発生施設 粉じん発生施設 

 

施

 

設

 

数

 

岡 谷 市   １３４     １     ３    ４７ １８５ 

諏 訪 市   １２０     ４         １７ １４１ 

茅 野 市   ２２４    ４２     ２    ２２ ２９０ 

下諏訪町    ３９     ８     ５    ２８   ８０ 

富士見町   １０１    ９０         １５ ２０６ 

原    村    １４     ４             １８ 

計   ６３２   １４９    １０   １２９ ９２０ 

立入検査件数    ９７    ２５     ４     ９ １３５ 

指 導 件 数     ９     ０     １     ８   １８ 

 

イ 大気測定 

大気測定監視局及び移動式測定局により大気の状況を監視している。 

 

   大気測定状況                        （平成25年度） 

区  分 測 定 地 点 項  目  数 

一般環境大気 ２地点  （固定式及び移動式） 測定地点により、10～15項目 

道路周辺大気 １地点  （固定式） ６項目 

 

   大気の環境基準達成状況(移動式の地点を除く。)         （平成25年度） 

測定地点 二酸化硫黄 二酸化窒素 

光 化 学 

ｵｷｼﾀﾞﾝﾄ 

浮遊粒子 

状 物 質 

微小粒子 

状 物 質 

諏訪合同庁舎 ○ ○ ● ○ ○ 

岡谷ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ局 ― ○ ― ○ ○ 

   注 ○：環境基準達成、●：環境基準未達成 

 

  ウ 騒音測定 

    道路騒音について、県道の４地点（全て富士見町内）において、24時間測

定を実施した。 

 

(3) ダイオキシン類対策の推進 

ダイオキシン類による汚染を防止するため、ダイオキシン類関係施設の立入

検査を実施し、指導を行っている。 

ダイオキシン類関係施設設置状況及び立入検査状況   （平成26年3月31日現在） 

区  分 

大  気 水 質 

計 

廃棄物焼却炉 廃棄物焼却炉 下水道終末処理場 

 

施

 

設

 

数

 

岡 谷 市                   ０ 

諏 訪 市     ５     ６     １   １２ 

茅 野 市     ４     ４         ８ 

下諏訪町     ６     ７        １３ 

富士見町     １              １ 

原   村                   ０ 

計    １６    １７     １   ３４ 

立入検査件数    ７３    ２４     １   ９８ 

指 導 件 数     １     ０     ０    １ 
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(4) 公害苦情、水質汚濁事故への対応 

公害苦情については、「公害苦情処理要領」により処理を行っている。 

また、水質汚濁事故については、「諏訪地域における水質汚濁事故発生時の緊

急連絡処理要領」により、被害の未然防止・拡大防止に努めている。 

ア 公害苦情件数                      （平成25年度） 

区 分 

大気

汚染 

水質

汚濁 

土壌

汚染 

騒 

音 

振 

動 

地盤

沈下 

悪 

臭 

その

他 

計 

件 数 ６ ７ ０ １ ０ ０ ２ ０ 16 

 

イ 水質汚濁事故件数                    （平成25年度） 

    

５５５５    水道事業の監視指導水道事業の監視指導水道事業の監視指導水道事業の監視指導    

管内の水道普及率は高く、安定した供給がなされているが、安全でおいしい水

道水の供給、老朽化した施設の更新等の課題も抱えている。 

  また、水道施設への巡回指導等を通じ、水道事業者に対する指導を行っている。 

    

                水道普及状況等                                                                                        （平成26年３月31日）    

区 分 

上水道 

 

 

(箇所） 

簡  易 

水 道 

 

(箇所） 

専  用 

水 道 

 

(箇所） 

計 

 

 

(箇所） 

行政区域 

内人口 

 

（人） 

給   水 

人  口 

 

（人） 

普 及 率 

 

 

（％） 

飲料水 

供 給 

施 設 

(箇所）    

簡 易 

給 水 

施 設 

(箇所）    

簡 易 

専 用 

水 道 

(箇所） 

準簡易 

専 用 

水 道 

(箇所) 

岡谷市 1 1 1 3 51,359 51,359 100   56 310 

諏訪市 1 3 1 5 50,276 50,176 99.8 2 1 81 112 

茅野市 9 12 1 22 55,775 55,683 99.8 1 2 67 151 

下諏訪町 1  2 3 21,029 21,017 99.9   26 127 

富士見町 1   1 15,003 14,936 99.6   25 35 

原 村 1 1  2 7,440 7,386 99.3   4 6 

計 14 17 5 36 200,882 200,557 99.8 3 3 259 741 

監視件数 2 6 ― 8 ― ― ― ― ― 3 0 

指導件数 2 6 ― 8 ― ― ― ― ― 1 0 

            注 行政区域内人口、給水人口及び普及率は、平成25年３月31日現在の値 

 

    

区 分 油の流出 その他 不明 計 

件 数 ２３ ６ ０ ２９ 
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６６６６    地球温暖化対策の推進地球温暖化対策の推進地球温暖化対策の推進地球温暖化対策の推進    

(1) 長野県地球温暖化対策条例に基づく対策の推進 

事業活動等により排出される温室効果ガスの削減を図るため、一定の事業者

に対し排出抑制計画等の提出、自らの公表を求め、事業者の自主的・計画的な

取組みの促進を図った。 

自動車使用に関する地球温暖化対策として、一定規模以上の駐車場の設置者、

管理者の駐車場利用者へのアイドリング・ストップ実施の周知について実施状

況の調査を実施した。 

また、一定規模以上の電気機器等販売事業者の省エネラベルの掲出について

実施状況の調査を実施した。 

 

   長野県地球温暖化対策条例に基づく対策の実施状況        （平成25年度） 

排出抑制計画等提出事業者数       １７事業者 

アイドリング・ストップ実施の周知実施状況調査件数       ４５件 

省エネラベルの掲出実施状況調査件数        ８件 

 

(2) 長野県地球温暖化防止推進員の委嘱 

温暖化対策を推進・普及する者として平成25年度末現在9名の長野県地球温暖

化防止推進員を委嘱している。 

 

(3)自然エネルギー地域協議会等との協働による自然エネルギーの導入促進 

市町村や、自然エネルギー地域協議会と協働し、自然エネルギーの普及・促

進に努めている。 

 

  (4)諏訪地域の自然エネルギーの普及状況 

   諏訪地域は、晴天率が高い等の気象条件を活かし、太陽光を中心とした自然 

エネルギーの導入が進められている。 

 太陽光発電事業としては、県のおひさまBUN・SUNメガソーラープロジェクト 

の他、民間事業者によるメガソーラー事業も進められている。 

 おひさまBUN・SUNメガソーラープロジェクトについては、公共施設等の屋根 

をまとめて地域の民間事業者に貸し出し民間事業者が分散型メガソーラー発電 

所を運営するもので、諏訪地域においては同事業の第１号として諏訪湖流域下 

水道豊田終末処理場及び小川区公会堂の屋根を貸し出すことによるメガソーラ 

ー事業（発電容量約１MW(ﾒｶﾞﾜｯﾄ)）が実施されており、平成25年12月3日より発 

電を開始している。 

 

     

 


